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■内
 

可
決
さ
れ
た
議
案
…
教
育
委
員
会

委
員
長
職
務
代
理
者
の
指
定
に
つ
い

て
ほ
か
１
件
、
報
告
事
項
…
行
政
情

報
の
公
開
請
求
■問
 

教
育
部
庶
務
課

�
�
�
�
�
�
��

	


�
�

��

��

�
�市
議
会
定
例
会
本
会
議（
審

��
査
報
告
、
請
願
上
程
）
、
イ
ル
ミ
ネ

ー
シ
ョ
ン
点
灯
式
��

�
�
環
境
フ

��

ェ
ア
��

�
�
農
の
学
校
修
了
式

��

��

�
�
東
京
都
予
算
編
成
に
伴
う

��
市
町
村
長
合
同
会
議
��

�
�
ク
リ

��

ス
マ
ス
フ
ァ
ミ
リ
ー
映
画
祭��

�
�

��

消
防
団
歳
末
警
戒
激
励

■問
 

市
長
公
室
秘
書
担
当

ま
ち
づ
く
り

ま
ち
づ
く
り

所
３
階
区
画
整
理
課
へ
■問
 

区
画
整
理

課�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
…
■日
 

１
月　

日　

〜
２
月
９

２６

（水）

日　

午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時　

（水）

３０

１５

分
※
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
■場
 

市
役

所
３
階
都
市
計
画
課
■内
 

縦
覧
区
域
…

落
川　

〜
１
５
２
７
の
一
部
、
縦
覧

５５０

内
容
…
日
野
都
市
計
画
地
区
計
画
落

川
河
原
地
区
地
区
計
画
の
案

�
�
�
�
…
■日
 

２
月
８
日　

午
後
７

（火）

時
〜
８
時
■場
 

市
役
所
３
階　

会
議
室

３０１

　

い
ず
れ
も
■問
 

都
市
計
画
課

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
…
１
月　

日　

〜
２
月
９
日

２６

（水）

　

午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時　

分

（水）

３０

１５

※
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
■場
 

市
役
所

３
階
都
市
計
画
課
■内
 

縦
覧
区
域
…
新

町
２
・
３
丁
目
、
大
坂
上
１
丁
目
、

多
摩
平
２
丁
目
各
地
内
、
縦
覧
内
容

…
日
野
都
市
計
画
緑
地
第
２
号
日
野

緑
地
都
市
計
画
変
更
案

�
�
�
�
…
■日
 

１
月　

日　

午
後
６

３１

（月）

時
〜
７
時
■場
 

市
役
所
３
階　

会
議
室

３０１

　

い
ず
れ
も
■問
 

都
市
計
画
課

�
�
�
�
�
�
�
�
	



�
�
�
�
�
�
…
■日
 

１
月　

日　

午

１８

（火）

後
２
時
か
ら
■場
 

西
平
山
ま
ち
づ
く
り

事
務
所

�
�
�
�
�
�
…
■日
 

１
月　

日　

午

２０

（木）

後
２
時
か
ら
■場
 

豊
田
南
ま
ち
づ
く
り

事
務
所

�
�
�
�
�
�
�
�
…
■日
 

１
月　

日
２７

　

午
前　

時
か
ら
■場
 

万
二
・
東
町
ま

（木）

１０

ち
づ
く
り
事
務
所

�
�
�
�
�
…
■日
 

１
月　

日　

午
後

２７

（木）

２
時
か
ら
■場
 

万
二
・
東
町
ま
ち
づ
く

り
事
務
所

　

い
ず
れ
も
■申
 

傍
聴
希
望
の
方
は
開

催
日
前
日
ま
で
に
電
話
ま
た
は
市
役

福

祉

福　

祉

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


■日
 

１
月　

日　

午
後
６
時　

分
〜
８

１８

（火）

３０

時　

分
■場
 

生
活
・
保
健
セ
ン
タ
ー
■内
 

１５
Ⅰ
発
達
障
害
〜
小
児
期
の
特
徴
と
対

応
、
Ⅱ
発
達
障
害
〜
青
年
期
の
特
徴

と
支
援
の
ポ
イ
ン
ト
■師
 

石
橋
悦
子
氏

（
東
京
都
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
主
任

支
援
員
）
■対
 

市
内
在
住
ま
た
は
在
勤

で
障
害
福
祉
事
業
に
か
か
わ
る
方
及

び
関
心
が
あ
る
方
■費
 
　

円（
資
料
代
）

１００

■申
 

Ｆ
Ａ
Ｘ
で
。
氏
名
、
電
話
番
号
を

記
入
■問
 

（
社
福
）
日
野
市
民
た
ん
ぽ

ぽ
の
会
・
く
つ
ろ
ぎ
（
�　

・
４
８

５８７

６
８
�　

・
４
６
８
６
）
、
市
障
害

５８７

福
祉
課

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

�■日
 

１
月　

日　

、
２
月
４
日　

・　

２８

（金）

（金）

１０

日　

・　

日　

午
後
５
時
〜
７
時
■場
 

（木）

２５

（金）

生
活
・
保
健
セ
ン
タ
ー
※
市
内
施
設

で
実
習
�
■対
 

市
内
在
住
ま
た
は
在
勤

で
精
神
福
祉
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に

か
か
わ
る
方
及
び
関
心
が
あ
る
方
※

全
回
参
加
出
来
る
方
優
先
■申
 

電
話
■問
 

（
社
福
）
日
野
市
民
た
ん
ぽ
ぽ
の
会

（
�　

・
３
０
７
２
）
、
市
障
害
福

５８１

祉
課

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

■日
 

２
月
４
日　

午
後
２
時
〜
５
時
■場
 

（金）

新
町
交
流
セ
ン
タ
ー
■内
 

障
害
の
あ
る

市
民
の
働
く
姿
と
支
援
の
実
例
〜
当

事
者
、
企
業
、
支
援
機
関
な
ど
の
発

表
■申
 

電
話
■問
 

日
野
市
障
害
者
生
活
・

就
労
支
援
セ
ン
タ
ー「
く
ら
し
ご
と
」

（
�　

・
１
３
４
５
）
、
市
障
害
福

８４３

祉
課

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�




　

介
護
保
険
料
の
納
付
書
は
、　

歳
６５

以
上
で
年
金
天
引
き
以
外
の
方
に
送

付
し
て
い
ま
す
。

　

納
期
限
日
を
過
ぎ
て
も
支
払
い
が

済
ん
で
い
な
い
方
は
、
早
め
に
納
付

り�
あ�

■問
 

高
齢
福
祉
課

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
	

　

平
成　

年
中
の
所
得
の
確
定
申
告

２２

や
市
・
都
民
税
申
告
の
際
、
税
金
の

所
得
控
除
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�
�
�


�

　

平
成　

年
中
に
納
め
た
金
額
を
次

２２

の
方
法
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

①
年
金
天
引
き
の
方
は
公
的
年
金
の

源
泉
徴
収
票
②
納
付
書
で
お
支
払
い

の
方
は
納
付
書
の
領
収
証
書
③
口
座

振
替
の
方
は
振
替
名
義
人
の
通
帳
ま

た
は
介
護
保
険
料
決
定
通
知
書

　

確
認
出
来
る
も
の
が
な
い
場
合
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
で
な
く
て

も
、
要
介
護
認
定
を
受
け
、
一
定
の

条
件
を
満
た
す
方
は
、
申
請
に
基
づ

き
障
害
者
控
除
認
定
書
を
発
行
し
ま

す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

�
�
�
�
�

　

控
除
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
は
、

訪
問
看
護
な
ど
の
医
療
系
居
宅
サ
ー

ビ
ス
（
医
療
系
サ
ー
ビ
ス
と
同
時
に

ケ
ア
プ
ラ
ン
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
一
部
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
も
対
象
）

と
、
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老

人
保
健
施
設
、
介
護
療
養
型
医
療
施

設
の
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
限
り
ま
す
。

ま
た
、
申
告
の
際
は
サ
ー
ビ
ス
利
用

料
の
領
収
証
が
必
要
で
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
て
、
お

む
つ
代
で
医
療
費
控
除
を
受
け
る
の

が
２
回
目
以
降
の
方
は
、
高
齢
福
祉

課
介
護
保
険
係
が
発
行
す
る
「
主
治

医
意
見
書
記
載
事
項
証
明
書
」
を
添

付
し
、
申
告
出
来
ま
す
。
ま
た
、
要

介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
く
て
も
、

医
師
が
発
行
す
る
お
む
つ
使
用
証
明

書
（
用
紙
は
税
務
署
、
市
民
税
課
に

あ
り
）
が
あ
れ
ば
申
告
出
来
ま
す
。

　

い
ず
れ
も
■問
 

高
齢
福
祉
課

を
お
願
い
し
ま
す
。
納
付
書
の
な
い

場
合
や
経
済
的
に
納
付
が
困
難
な
場

合
は
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
未

納
を
放
置
す
る
と
、
今
後
ご
自
身
が

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
時

に
、
左
表
の
よ
う
な
給
付
制
限
が
適

用
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

働

く

働　

く

験
を
有
す
る
方
■定
 

若
干
人
■他
 

試
験
は
、

１
次
は
レ
ポ
ー
ト
、
２
次
は
面
接
。

合
格
者
は
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載

し
、
４
月
以
降
欠
員
が
生
じ
た
と
き

に
採
用
■申
 

１
月　

日　

〜　

日　

午

１７

（月）

２５

（火）

前
８
時　

分
〜
午
後
５
時　

分
に
採

３０

１５

用
試
験
申
込
書
（
市
役
所
２
階
子
育

て
課
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
を
持
参
ま
た
は
郵

送
※
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
■問
 

〒　
１９１

－

８
６
８
６
日
野
市
役
所
子
育
て
課

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
	

■内
 

募
集
職
種
な
ど
は
左
表
の
と
お
り

■他
 

書
類
選
考
及
び
面
接
※
日
時
は
持

参
時
に
お
知
ら
せ
■申
 

１
月　

日　

〜

１９

（水）

　

日　

に
履
歴
書
（
写
真
貼
付
）
を

２１

（金）

本
人
が
持
参
■問
 

市
役
所
４
階
職
員
課

■内
 

勤
務
内
容
…
図
書
の
貸
出
・
返
却

・
整
理
な
ど
の
補
助
、
図
書
館
事
務

■対
 

体
力
に
自
信
が
あ
り
、
図
書
館
に

関
心
の
あ
る
方
で
、
図
書
館
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
自
分
で
閲
覧
操
作
出
来
る

方
■定
 

若
干
人
■他
 

試
験
日
…
１
月　

日
３１

　

※
詳
細
は
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（月）を
参
照
■申
 

１
月　

日　

午
後
５
時
ま

２１

（金）

で
に
履
歴
書
（
写
真
貼
付
）
と　

円
８０

切
手
を
貼
付
し
た
返
信
用
封
筒
を
持

参
■問
 

中
央
図
書
館
（
�　

・
０
５
８

５８６

４
）

�
�
�
�
�
�
�
�
	



■内
 

育
休
代
替
業
務
■対
 

保
健
師
ま
た
は

助
産
師
資
格
所
有
者
■定
 

１
人
■申
 

１
月

　

日　

ま
で
に
履
歴
書（
写
真
貼
付
）

２８

（金）

及
び
資
格
証
の
写
し
を
郵
送
ま
た
は

持
参
■問
 

〒　

－

０
０
１
１
日
野
本
町

１９１

１
の
６
の
２
生
活
・
保
健
セ
ン
タ
ー

内
健
康
課
（
�　

・
４
１
１
１
）

５８１

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


■日
 

２
月
２
日　

午
前　

時
〜　

時　

（水）

１０

１１

３０

分
■場
 

福
祉
支
援
セ
ン
タ
ー
２
階
■内
 

面

接
や
応
募
書
類
作
成
の
ポ
イ
ン
ト
�

■定
 
　

人
■持
 

筆
記
用
具
、
雇
用
保
険
受

４０
給
資
格
者
証（
受
給
さ
れ
て
い
る
方
）

■申
 

電
話
■問
 

ナ
イ
ス
ワ
ー
ク
高
幡
（
�

　

・
５
９
９
１
）

５９３�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

�
�
�
�

■日
 

勤
務
日
時
…
４
月
１
日
〜
平
成　
２４

年
３
月　

日
の
市
役
所
開
庁
時
間
外

３１

の
夜
間
、
土
曜
日
、
休
日
、
祝
日
、

年
末
年
始
※
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
を

■場
 

勤
務
場
所
…
市
役
所
本
庁
舎
■対
 
　
４０

〜　

歳
の
健
康
な
方
■定
 

若
干
人
■他
 

書

６５
類
選
考
及
び
面
接
■申
 

２
月
４
日　

ま
（金）

で
に
履
歴
書
（
写
真
貼
付
）
を
本
人

が
持
参
※
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
■問
 

市
役
所
４
階
財
産
管
理
課

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�


�
�
�
�

■日
 

２
月　

日　

午
前　

時
か
ら
■場
 

生

１０

（木）

１０

活
・
保
健
セ
ン
タ
ー
■内
 

事
業
紹
介
、

概
要
説
明
■対
 
　

歳
以
上
の
方
■問
 

シ
ル

６０

ど�
な

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
（
�　

・
８
１

５８１

７
１
）

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

■日
 

試
験
日
…
２
月　

日　

午
前
９
時

１０

（木）

か
ら
■内
 

職
種
…
臨
床
検
査
技
師
■対
 

資

格
所
有
者
ま
た
は
見
込
み
の
方
■定
 

若

干
人
■申
 

１
月　

日　

ま
で
に
郵
送
ま

３１

（月）

た
は
持
参
で
。
所
定
の
試
験
申
込
書

（
市
役
所
４
階
職
員
課
、
市
立
病
院

３
階
総
務
課
に
あ
り
。
自
宅
郵
送

可
）
、
最
終
学
歴
の
卒
業
（
見
込
）

証
明
書
、
成
績
証
明
書
、
資
格
証
の

写
し
（
見
込
み
の
方
は
除
く
）
を
同

封
※
詳
細
は
病
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

参
照
■問
 

〒　

－

０
０
６
２
多
摩
平
４

１９１

の
３
の
１
市
立
病
院
総
務
課
（
�　
５８１

・
２
６
７
７
）

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

�
�
�

　

ナ
イ
ス
ワ
ー
ク
高
幡
は
、
市
と
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
が
共
同
運
営
す
る
職
業

相
談
室
で
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
同
じ

求
人
情
報
が
パ
ソ
コ
ン
で
検
索
出
来

ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■日
 

月
曜
〜
金
曜
日
午
前
９
時
〜
午
後

５
時
※
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
■場
 

福
祉
支
援
セ
ン
タ
ー
２
階
■問
 

ナ
イ
ス

ワ
ー
ク
高
幡
（
�　

・
５
９
９
１
）

５９３
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�
�
�
�
�
�
�
	


�
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■日
 

勤
務
日
時
…
週
５
日
（
月
曜
〜
金

曜
日
）
正
午
〜
午
後
６
時
、
学
校
休

業
日
は
午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時

３０

　

分
※
変
更
�
■場
 

勤
務
場
所
…
市
内

１５学
童
ク
ラ
ブ
■内
 

勤
務
内
容
…
児
童
の

介
助
・
育
成
■対
 

幼
稚
園
教
諭
免
許
、

保
育
士
資
格
、
小
中
高
教
員
免
許
所

有
者
、
ま
た
は
そ
れ
に
相
当
す
る
子

育
て
な
ど
の
経
験
を
有
す
る
方
■申
 

履

歴
書
、
免
許
等
所
有
者
は
写
し
を
持

参
■問
 

市
役
所
２
階
子
育
て
課

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

■場
 

勤
務
場
所
…
市
内
学
童
ク
ラ
ブ
■内
 

勤
務
内
容
…
児
童
の
育
成
・
指
導
■対
 

幼
稚
園
教
諭
免
許
、
保
育
士
資
格
、

小
中
高
教
員
免
許
所
有
者
、
ま
た
は

そ
れ
に
相
当
す
る
子
育
て
な
ど
の
経

り�
あ�

�
�
�
�
�
�
�
�
	

■日
 

勤
務
期
間
…
４
月
〜
平
成　

年
３

２４

月　

日
■場
 

勤
務
場
所
…
市
内
図
書
館

３１

●過去に未納がある場合の給付制限一覧表
内容種類

サービス費用のうち１割分を事業者に支払えばす
むところ、いったん費用の全額を支払い、後で９
割が給付される（償還払い）方法になり、手続き
上の負担となります。

介護保険サービス料の償還
払い
（要介護認定時１年以上の
滞納保険料がある場合）

いったん全額支払ったサービス費用のうち９割分
が戻ってくるところ、その全額または一部が差し
止められ、強制的に滞納保険料分を差し引かれま
す。

保険給付の一時差し止め
（上記償還払い時点で１年
６カ月以上の滞納保険料が
ある場合）

時効消滅した保険料に応じた一定の期間、サービ
スの利用者負担が３割となります（通常、利用者
負担は１割です）。時効となった介護保険料は納
めることは出来ません。

給付額減額
（要介護認定時過去１０年間
に時効消滅した保険料があ
る場合）

平成２２年度
報酬額（※１）勤務条件募集人員応募資格任用期間職種

月額１０３，７００円
＋交通費

原則、１日
７時間４５分
の週３日勤
務

１４人程度

４０～６５歳の
健康な方

４月１日～平成
２４年３月３１日
または
１０月１日～平成
２４年９月３０日

※４月採用と、
１０月採用に分
かれます

●事務職員
主にパソコン（ワード・エクセルなど）を使用
しての事務及び窓口応対業務

３人程度
●フロアマネージャー
１階フロア（市民窓口課など）の案内業務
※立ち仕事が可能な方

５人程度

●市税等滞納整理員（納税課勤務）※２
市税等を滞納されている方のご自宅に電話及び
訪問をし、税金の徴収をする業務
●市営住宅滞納整理員（財産管理課勤務）
市営住宅使用料の滞納整理・訪問のほか、市営
住宅修繕・草刈り・樹木剪定などの作業
※１　報酬額については平成２２年度のものであり、改定される場合もあります
※２　滞納整理業務については、１人で訪問することはありません


